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第3章 花と緑にふれあう 
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○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

県民参加型の緑化行事の開催により、多くの県民

が花と緑にふれあい、緑化の意識の高揚が図られ

ること。 
 

 ○ 現状と課題  

・県民が花や緑と親しみ、緑化の意義や役割につ

いて理解を深める場として、みどりの月間(*1)、

都市緑化推進運動期間(*2)、都市緑化月間(*3)

を中心に、「とやま森の祭典」、「都市緑化祭」、「花

と緑の大会」、緑化木の配布、ポスターや標語の

募集など各種の緑化行事が開催されています。 

・さくらを代表とする花の名所等では開花時期に

併せて行事が開催され、中央植物園等の緑化推

進施設では１年を通して多彩な行事が開催され

ています。 

・県民が気軽に参加でき、緑化意識の高揚と緑化

活動の促進につながるよう、「花とみどり・ふれ

あいフェア」など、より多くの緑化行事の開催

が求められています。 

・市町村や民間で開催される緑化行事との連携と

開催情報等の幅広い提供が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)みどりの月間 

「みどりの日」（5/4）を中心とした4/15～5/14の期間。 

(*2)都市緑化推進運動期間  4/1～6/30 

(*3)都市緑化月間  10/1～10/31 

 

○ 施策の方向  

・県民や民間団体などの協力を得て、県民参加型

の魅力ある楽しい緑化行事を開催します。 

・自然や環境、花と緑の重要性を実感し、緑化活

動の促進につながるよう、ふれあい行事の内容

の充実に努めます。 

 

 ○ 施策の概要  

・子どもから若者、シニア世代までが気軽に参加

でき、自然の神秘や尊さ、森林の重要性、花や

緑の効用が実感でき、花の活用法や花文化の継

承、花と緑に満ちたうるおいある環境整備が推

進されるように、関係機関と連携して既存の緑

化行事の拡充や新たな行事を開催します。 

・県内の花と緑の名所や緑化活動の盛んな地域を

訪れる機会を設けたり、緑化活動体験型の行事

を開催したりするなど、緑化意識の高揚を図り

ます。 

・中央植物園では、普段見ることのできない植物

の姿を広く県民に親しんでもらうため、「さくら

まつり」や「ゲッカビジン観賞」などの特別開

園等を実施します。 

・公共施設などで気軽に緑化行事が開催できるよ

うに配慮するなど、緑化愛好団体を支援します。 

・緑化行事の情報を県民に提供するため、県広報

紙やテレビ、ラジオ、インターネット、花と緑

の銀行だより、市町村広報誌に加え、福祉団体

などの多様な広報媒体の積極的な活用を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ふれあい行事 

 

Ⅰ 花と緑の意識の高揚 

 

第 68 回全国植樹祭を通じた県民による植樹

活動 魚津桃山運動公園（魚津市） 

 

第45回花と緑の大会 富山県民会館（富山市） 

２ 学習 
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（１）児童生徒等の緑化学習 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

学校教育における緑化活動の推進により、児童生

徒等幼少期からの緑化意識の高揚が図られるこ

と。 

 

 ○ 現状と課題   

・幼稚園や保育所では、花や緑を保育教材として

活用するなど、園児が身近に植物を見たり触れ

たりする機会を取り入れています。 

・小・中学校では学校花壇や学校農園づくり、一

人一鉢栽培、森林教室などの取組みによる緑化

の体験学習や環境学習などが実施されていま

す。 

・「花とみどりの少年団」は全市町村で34団体が

結成され、H29現在約4,501名の団員が活動

しています。 

・緑化意識づくりの一環として、「総合的な学習の

時間」などを活用し、環境や自然保護を考える

授業が行われています。 

・学校や関係機関、地域が連携して、子どもたち

の自主的な課外活動の場や情報を提供する体制

を整備する必要があります。 

・花と緑にふれあうことで、子どもたちの「生き

る力」を養う役割が求められています。 

 

○ 施策の方向   

・これからを担う子どもたちが、花や緑に親しみ

育てる機会を通して、花や緑の大切さを学び、

花や緑をいつくしみ育てることに喜びと自然へ

の尊さへの理解を深め、豊かな情操を育むよう

に、花と緑の学習（花育）を推進します。 

 

 ○ 施策の概要   

① 学校等での緑化学習 

・花壇づくり等を通して、幼児期から身近に植物

を見たり触れたりすることで、花や緑を慈しみ

育てる喜びと尊さを理解するための学習を推進

します。 

・紙芝居や人形劇、視聴覚機材などを活用して、

園児が花や緑について楽しく学ぶことができる

ように普及します。そして私立幼稚園に対して

も、こうした取組みに対して支援していきます。 

・花壇づくりや地域での自然体験活動、「環境」を

テーマとした総合的な学習の時間、環境保全の

重要性を学ぶ理科学習等の実践的な活動を通し

て、児童生徒等の緑化学習を推進します。 

・豊かな人間性をはぐくみ、児童生徒等の情操を

高めるために、教室の内外に植物を栽培したり

切り花を飾ったりするなど、身近な学校生活の

中から緑化意識の高揚を図ります。 

・花と緑の銀行は、学校花壇コンクール、ポスタ

ーコンクール、作文・標語コンクールなどを通

して緑化意識の高揚を図ります。 

・教職員に対し、環境緑化意識と自然保護意識の

普及啓発を図ります。また、入学、卒業時の記

念植樹を促進します。 

 

②地域での緑化学習 

・花と緑を愛する豊かな人間形成を図るため、学

校と連携して、「花とみどりの少年団」を育成し

ます。 

・児童生徒の森づくりに関する理解を深める森林

環境教育を推進するため、フォレストリーダー

が指導する「森の寺子屋」（出前講座、森林教室）

を開催します。 

・子どもたちが農業に親しみ、生き物の不思議や

農作物への感謝の気持ちを育てるために、地域

の土地改良施設等での体験学習を開催します。 

・少年期から自然保護の精神を身につけるために、

ジュニアナチュラリストを養成します。 

・中央植物園などの緑化推進施設では、楽しく植

物を学べる小中学生対象の「植物園クラブ」や、

企画展示を開催します。 

・中央植物園に来園する学校に対し、オリエンテ

ーリングやどんぐり工作などの体験型活動を提

供し、またビオトープの管理指導などの出前講

座を行います。 

・中央植物園では、不登校の児童生徒を対象とし

た適応指導教室の課外活動を引き受け、植物に

ふれあう活動を通して、学校へ復帰できるよう

指導します。 
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・子どもたちが家庭においても花と緑にふれあう

機会が持てるよう、普及啓発を行います。 

（２）社会人等の緑化学習 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

様々な世代が花と緑を学ぶことにより、緑化意識

の高揚が図られること。 

 

 ○ 現状と課題  

・緑化推進施設や公民館活動等において、様々な

緑化講習会等が開催されています。 

・余暇活動の活発化、ガーデニング、社会全体で

のワークライフバランスに対する意識の広が

り、花と緑に関する意識の高まり等から、緑化

講習会の参加希望者は増加していますが、若い

世代の参加が少ない状況にあります。 

・65歳以上の人口比率は2016（H28）年現在

30.8%に達しており、今後も増加が見込まれま

す。 

・地域で身近に緑化を指導できる指導者の確保が

求められています。 
 

○ 施策の方向   

・花と緑に親しんだり、自主的な緑化活動を育む

ために、幅広い世代が花と緑を学び興味が持て

るよう、生涯学習体制の充実を図ります。 

・花と緑の意識の高揚を図るとともに、地域づく

りや生きがいづくりを進めるため、花と緑の学

習や緑化活動の場の拡充に努めます。 
 

 ○ 施策の概要  

・各地域で行われる緑化講習会等への講師派遣、

教材提供、カリキュラムの指導、講座開催情報

の提供など、県や花と緑の銀行等が連携し、支

援と協力体制づくりを推進します。 

・花と緑の銀行は、幅広い世代のニーズに対応す

るため、花と緑の専門家や指導者などを登録す

る「花と緑の人材バンク」としての機能の充実

を図ります。   

・花総合センターでは、生産者、指導者、一般県

民向け等、いろいろな立場の人々が参加できる

研修や講座を開催し、学習機能の充実を図りま

す。 

・中央植物園などの各植物園では、植物に親しみ、

植物に関する知識を楽しく学ぶことができるよ

う、常設展示の充実をはじめ、企画展や子ども

から若者、シニア世代まで楽しめる体験型の各

種講習会を開催します。 

・市町村の緑化推進施設や社会教育施設等の緑化

相談や学習機能を充実し、地域における身近な

花と緑の学習の拠点づくりを促進します。 

・花と緑の銀行は、県民が地域や職場で花や緑に

ついて気軽に教えてもらうことができるよう、

花と緑の指導者の資質の向上と確保を図るとと

もに、適正配置に努めます。 

 

 

 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

花と緑のイベントの開催など交流機会の創出に

より、緑化意識の高揚が図られること。 

 

 ○ 現状と課題   

・花や緑のまちづくりなどをテーマにした国内交

流や国際交流が推進されています。 

・県の花チューリップを使って、県内外で富山県

をＰＲしています。 

・中央植物園では、中国雲南省との間で植物に関

する交流の一環として、雲南植物、石林の石の

提供や、雲南植物の栽培指導者を受け入れてき

ました。 

・花や緑に関する国際交流・協力が盛んになって

おり、緑化推進施設を中心に国際交流・協力が

求められています。 

 

○ 施策の方向   

・花と緑の指導者やグループの技術向上と活動の

活性化のため、人的交流、地域間交流を推進し

ます。 

・「花と緑の県・富山」を県の内外にアピールする

ため、交流の機会づくりに努めます。 

３ 交流 
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・緑化推進施設を中心に国際交流・協力を推進し

ます。 

 

 ○ 施策の概要   

・各種イベントに花と緑のグループや緑化関係団

体の積極的な参加を図り、情報交換など幅広い

交流の場としての活用を促進します。 

・地域において、花と緑を介して子どもから若者、

シニア世代までの世代を超えた交流ができる活

動やイベントの実施を促進します。 

・花と緑を活用して、農山村と都市との交流を促

進します。 

・花と緑をテーマに、国内外のまちとの交流を促

進します。 

・県外や国外の緑化施設等との交流を図り、施設

運営や事業などの情報交換、人材交流を推進し

ます。 

・中央植物園では、中国科学院昆明植物研究所や

オックスフォード大学との貴重な植物に関する

交流・協力を推進します。 

・県内外において開催する会議やイベントなどに

おいて、チューリップなど県産の花を活用して、

交流に彩りを添えるとともに、「花と緑の県・富

山」を全国にアピールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

身近にある自然や交流施設の活用により花と緑

のふれあいの機会の創出が図られること。 

 

 ○ 現状と課題   

・近年の都市化の進展などに伴い、緑地や動植物

が減少し、自然とふれあう機会が徐々に失われ

つつあります。 

・農業農村の持つ多様な自然環境の教育効果が再

評価されており、都市住民などから、農村の豊

かな自然に触れる機会を求める声が高まってき

ています。 

・都市住民が余暇を活用し、農山漁村に滞在しな

がら自然や農林漁業体験を楽しむグリーンツー

リズムなど、多様な都市との交流が望まれてい

ます。 
 

○ 施策の方向   

・身近な自然を見直し、生き物の大切さや環境問

題について考えるきっかけとして、自然観察会

等を開催し、自然とのふれあいの場を創出しま

す。 

・都市住民に豊かな自然環境や農業体験等のふれ

あいの場を提供します。 

・屋敷林を地域資源として、田園空間の活用を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身近な花と緑の活用 

Ⅱ 花と緑のふれあい 

～富山県中央植物園と中国科学院昆明植物研究所～ 

平成 8 年に友好提携協定を調印、平成１２年には雲南省

の貴重植物に関する共同研究の合意書を調印し、ベゴニ

ア、トウツバキなどの調査研究を行った。 

 

 
富山県中央植物園と中国科学院昆明植物研究所

との共同研究・調査の様子（中国 雲南省） 

 

 

都市住民の農業体験（南砺市相倉） 
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 ○ 施策の概要   

・自然観察会などを通し身近な自然を見直す機会

をつくります。 

・ビオトープ等を積極的に導入し、環境教育に活

用します。 

・豊かな自然やゆとりのある空間など、都市では

得られない農村の特徴を生かした生活環境の整

備を図ります。 

・農作物の収穫体験や伝統工芸体験など、富山な

らではの地域資源の魅力を活かしたグリーンツ

ーリズムの推進など、農村に関心を持つ都市住

民のニーズにも対応した、都市農村交流を推進

します。 

・市民農園(*4)等の交流施設や子どもたちが農業

に親しめるふれあい体験農園での活動を推進し

ます。 

・シニア世代の知恵や技術を生かした農園の活用

を推進します。 

・草地等の緑や家畜とのふれあいの場として活用

する牧場等の運営を支援します。 

 

 

 

(1) 自然公園等の活用 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

自然公園等の活用により、自然とのふれあい、学

習機会の創出が図られること。 

 

 ○ 現状と課題   

・自然環境の保全や生物の多様性の確保を図ると

ともに、様々な自然とのふれあいの場や機会を

確保するなど自然との共生を図る必要がありま

す。 

 

(*4)市民農園 

主として都市住民に対し、レクリエーションや、農作業

体験を行うことを目的として整備された農地と、当該農地

に付帯する施設。 

 

○ 施策の方向   

・自然と親しみ、ふれあう場を確保し、自然を大

切にする心を育みます。 

 

 ○ 施策の概要   

・自然公園等において、自然環境の保全を図りな

がら、遊歩道等の公園施設の整備に努めます。 

・自然とふれあう機会の増進を図るため、利用者

にやさしいバリアフリー化等の整備を推進しま

す。 

・立山自然保護センターや自然博物園ねいの里等

の拠点施設を活用して、自然環境の保全に関す

る知識の普及啓発を行います。 

・自然公園等における利用拠点施設を中心に、ナ

チュラリストによる自然解説事業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自然環境と森林の活用 

○ 目標指標   

指標名 
現況 目標 

2016 
（H28） 

2021 
（R３） 

2026 
（R８） 

ナチュラリスト認定者数

（人） 
784 900 1,000 

ジュニアナチュラリスト

認定者数（人） 
328 390 420 

花とみどりの少年団員数

（人） 
4,468 4,500 4,500 

 

 

ジュニアナチュラリスト 自然博物園ねいの里 

（富山市婦中町） 
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 (２) 森林とのふれあい活用 

○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

「里山林(*5)」などの整備により、森林とのふれ

あい機会の創出が図られること。 

 

 ○ 現状と課題   

・近年、健康への関心の高まりに伴い、森林が人

の心身にもたらすリフレッシュ効果等を求め、

森林浴等による森林空間の利用が進んでいま

す。 

・森林浴や環境教育の場となる里山林の整備が県

民協働で進められています。 

・「とやま森林浴の森（県内に 58 ヶ所）」は、県

民に広く親しまれ、利用されています。 

・里山林を活用した自然観察や体験活動を実践す

る森林ボランティア団体により、森林とのふれ

あいの機会が増えています。 

・森林へのアクセス路である林道の整備が求めら

れています。 

・魚介類の生育環境を保全するため、漁業関係者

が河川の上流で植林等を行う事例が見られま

す。 

・ゴミ投棄、山火事、植物の乱獲などへの対策が

求められています。 
 

○ 施策の方向   

・森林を豊かに残しつつ、利用者にとって安全で

快適な自然とのふれあい空間となるよう森林の

総合利用とアクセス路である林道の整備を推進

します。 

・森林浴の普及啓発と森林浴を楽しめる里山林な

ど森林の整備を推進します。 

・森林利用者の森林の利活用マナーの向上に努め

ます。 

・地域や学校教育と連携した森林利活用イベント

の開催や環境教育の実施およびその支援に努め

ます。 

 

(*5)里山林 

居住地域の近隣にあり、人の生活の営みなどにより、

本来の自然植生とは異なった状態にある森林。 

 ○ 施策の概要   

①森林利用施設の管理・ 整備 

・森林の総合利用を促進するため、森林とのふれ

あいや、健康づくり、教育活動の場等として利

用する施設の管理や、それと一体となった森林

の整備に努めます。 

・活動の場となる森林へのアクセスのため、林道

を整備するとともに、安全施設の整備による通

行の安全確保に努めます。 

 

②森林利用促進の体制整備 

・森林に対する理解を深めるため、豊かな自然や

地域の伝統文化など地域特有の資源を活用した

イベントを通じて、上・下流住民のふれあい交

流を促進します。 

・森林利用の多様なニーズに対応するため、フォ

レストリーダーのスキルアップを図ります。 

・里山林の利用・管理が継続されるよう里山地区

住民が実施する森づくり活動を支援します。 

・森林環境教育等を行う「有峰森林文化村構想」

を推進します。 

・上流域の森林所有者と下流域の住民がネットワ

ークを構築し、流域単位での森づくり等を通し

た交流を促進します。 
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○ 施策目標（施策の目指すべき成果） 

花と緑にふれあうことによる、いやし効果の活用

が図られること。 

 

 ○ 現状と課題   

・植物に触れたり園芸作業をすることは、心身に

良い影響を与えるといわれ、心身に障害を持つ

人や高齢者等に対し、花と緑の持ついやしの効

果を活用していく必要があります。 

・高齢化が進む中、高齢者がいきいきと暮らして

いけるよう、生きがいづくりを推進していくこ

とが重要となります。 

・森林は、疲れをいやし、体をリフレッシュさせ

る保養効果があり、森林浴の効果を科学的に証

明した「森林セラピー○R」(*６)が注目されつつあ

ります。 

 

○ 施策の方向   

・花と緑のいやし効果を活用したセラピーの普及

を推進します。 

・森林浴によるセラピー効果の普及啓発と森林浴

を楽しめる里山林など森林の整備を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 施策の概要   

・緑化、福祉、教育等の関係機関と連携して、花

と緑が持つ癒しによるセラピーを普及・推進し

ます。 

・椅子で園芸作業ができる高さのある花壇や植物

とのふれあいを楽しめる花壇などのモデルガー

デンを設置し、緑化活動を推進します。 

・里山林など森林浴が楽しめる身近な森林の整備

と利用を促進します。 

・高齢者や障害者をはじめ、県民すべてが花と緑

にふれあえるよう、ユニバーサルデザインの考

え方を取り入れた施設整備と利用を促進しま

す。 

・花と緑を通じた、いやしに繋がる情報を広報誌

やマスメディア等様々な広報媒体を活用して幅

広い世代に向けた情報の発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*６)森林セラピー○R  

特定営利活動法人森林セラピーソサイエティの登録商標

です。 

 

Ⅲ 花と緑のいやし 

○ 目標指標  

指標名 
現況 目標 

2016 
（H28） 

2021 
（R３） 

2026 
（R８） 

森林浴の森選定箇所数（箇所） 60 現状維持 

 

 

森林セラピー○Rの様子（上市町） 


